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１．はじめに 

国立職業リハビリテーションセンター（以下、「職リハセンター」という。）では、

昭和５４年に設立以来、身体障害者を中心とした多種多様な障害に対応した職業訓練

を実施してきた。近年は、職業訓練ニーズの変化に伴い、高次脳機能障害・精神障害・

発達障害等、認知機能に障害を有する方への職業訓練に注力しており、その中で必要

となる支援技法は、訓練対象者や、それを取り巻く環境ごとに細やかな配慮が求めら

れる。当初、高齢・障害者雇用支援機構における職業訓練の対象者は「職業訓練の措

置を受けることによって就職が見込まれる者（求職者）」とされていたが、平成１７年

度に「職場復帰のため短期課程の普通職業訓練を受講することが適当であると判断さ

れた休職者も当該職業訓練の対象者に含まれるものとする」と改められた。これを受

け、職リハセンター職域開発科（以下、職域開発科という。）では、休職中の高次脳機

能障害者の職場復帰を目的とした短期課程の普通職業訓練（以下、「職場復帰訓練」と

いう。）「代償手段獲得コース」を設け、平成１８年度来、多数の休職者を職場復帰へ

繋げてきたところである。職場復帰訓練は、求職者の職業訓練と比較し、独自に配慮

すべき点が数多く存在し、実施にあたっては限られた期間の中で、効果的かつ効率的

な支援が求められ、事業主との調整も含め、きめ細やかな配慮が必要となる。 

今回は職場復帰支援の流れについて紹介し、入所に係る調整、職場復帰訓練計画の

策定と実施、就労現場での調整・フォローアップ等において、重要と考えられる事項

を交えながら、具体的な支援および訓練の手法について論じてゆく。 

 

２．職場復帰支援の全体像と地域センターとの連携について 

「職場復帰支援」と「職場復帰訓練」は同義として扱われやすいが、「職場復帰支援」

は、支援ニーズの発生から職場復帰が成されるまでの期間として捉え、職場復帰訓練

を受講することが適切と判断された者（以下、「訓練対象者」という。）が職リハセン

ターに入所してから修了するまでの期間を「職場復帰訓練」と定義する。 

職場復帰支援の大まかな流れを説明すると次のようになる（図１参照）。①訓練対象

者および事業主は、各都道府県の地域障害者職業センター（以下、「地域センター」と

いう。）を経由し、職リハセンターへ訓練要請がなされ、②職リハセンター職業評価課

が、要請者に対し、施設見学・職場復帰支援に関しての説明を行った後、訓練受講の

意思が確認されると、③訓練受講申請、④職リハセンターでの職業評価、⑤入所決定

会議、⑥職業リハビリテーション計画の策定を経て、⑦職域開発科での職場復帰訓練

実施となる。また、訓練対象者の職場復帰後は、⑧職場定着の為のフォローアップも

継続して行われる。この流れを円滑に執り行い、支援および訓練を適切に実施するた

めには、関係する支援者間での意思疎通が重要であることはいうまでもないが、とり

わけ職場復帰支援に関しては、地域センターとの連携が重要となる。特に、訓練対象

者の居住地および事業主が職リハセンターから遠隔地にある場合、当該地の地域セン

ターが果たす役割は非常に大きい。この場合の地域センターは、当該地域事情の把握

状況の面、支援に向かう距離の面からも、訓練対象者および事業主にとっては、職リ

ハセンターよりも身近な支援機関であり、地域センターが支援することで、訓練対象

者および事業主に対して与える安心感も大きいと思われる。このようなことからも、

よりきめ細やかな支援を求められる職場復帰支援においては、訓練要請前の訓練対象
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者との相談、事業主との事前調整、また訓練終了後のフォローアップにおいて、地域

センターの協力を仰ぐことが多い。そのため、訓練対象者・事業主を中心とし、地域

センターと職リハセンターが、より密接に連携し支援に携わる必要があるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 休職中の高次脳機能障害者に対する職場復帰支援の流れ図  
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３．訓練対象者の入所に際する留意点 

職リハセンターが職場復帰訓練の要請を受けるまでの経緯は、訓練対象者によって

多様であるが、その如何を問わず、当該要請がされた時点では、訓練対象者と事業主

がそれぞれに持つ「職場復帰に対する考え」に差異があることが多い。訓練対象者は、

当然ながら受障前と同様の職位・職務へ復帰することを希望し、また障害の程度に関

係なく、それが可能であると考え、ともすれば、職場復帰を確約されたものとして捉

える傾向がある。 

一方で事業主は、あくまで訓練対象者が職務に耐えうるかどうかを確認した上で、

職場復帰の可否を決するという姿勢であることが一般的である。この場合、事業主が、

高次脳機能障害者の障害特性等を十分理解したうえで訓練対象者の職場復帰を想定す

るケースは、必ずしも多いとは言い難い。逆に、訓練対象者が受障前の状況と大差な

い程度まで回復するものと断定している場合が多いように思われる。 

このような両者間のギャップを解消しないままに職場復帰訓練へ移行した場合、訓

練対象者の障害特性に起因すると思われる職務上の課題が次第に明確になるにつれ、

職場復帰の可能性が低下するという状況に陥りかねない。また職場復帰の是非自体が、

訓練対象者の業績や貢献度などにより左右される実情もあり、訓練者対象者によって

は「職場復帰できる」という思いとは裏腹に、事業主から、自己の障害状況に対する

見解と合わせて、非常に厳しい評価を受けることもあり得る。 

職リハセンターにおける職場復帰訓練は、「疾病・事故等により休職中であるが、職

場復帰を目指している訓練対象者に対し、職場復帰に必要な知識及び技能を障害特性

に応じた補完方法と併せて付与するとともに、訓練対象者を雇用している事業主に対

して、職務設計、職場環境の整備等の受け入れ準備に係る助言・支援を実施すること

により円滑な職場復帰を促進し、離職の防止と雇用の安定に資することを目的として

いるもの」としている。 

また、訓練対象者に係る事項として、「雇用する事業主が職場復帰訓練の受講希望者

を職場復帰させる意思を有しており、かつ職リハセンターの専門的支援を必要として

いること」としている。故に、職場復帰訓練の実施にあたっては、事前に事業主に対

し訓練の目的および高次脳機能障害についての説明を十分に行い、理解を得ることは

もちろんのこと、事業主の職場復帰に向けての考え方や見通し等を充分に確認し、そ

れに対して訓練対象者、支援者が共通認識を持つことが不可欠であると考える。 

このような理由から、訓練対象者の入所にあっては、職場復帰に際する両者間のト

ラブルを未然に防ぐ上でも、訓練対象者を雇用している事業主からの職場復帰に向け

ての意見書を取得することとしている。 

 

４．職場復帰訓練について 

冒頭でも述べたが、職場復帰訓練は、職場復帰を目的とした訓練期間６ヶ月の短期

課程の普通職業訓練である。求職者に対する訓練と比較し、半年間という短期間であ

るため、事業主との定期的な調整も念頭に置きながら、職場復帰計画の策定および進

捗管理を行わなくてはならない。また、職場復帰計画が進行していく過程で、訓練対

象者と事業主の、障害に起因する職業能力に関する相互理解を徐々に深めるとともに、

両者の関係性を強化していくことが大切である（図２参照）。 
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ここからは、職場復帰訓練の各過程に的を絞って説明していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）障害特性の把握について 

職リハセンターにおける求職者に対する職業訓練は、導入訓練を伴う普通職業訓練

とされている。導入訓練は、トータルパッケージ1を用いることにより、①訓練対象者

の環境への対応、②個々の障害特性の把握、③訓練対象者本人の障害に対する理解の

促進、④障害を補完する方法（補完方法2）を習得することを主な目的としている。特

に高次脳機能障害者にとっては、記憶力・注意力・作業遂行力等、職務を担う上で必

要とされる能力の残存度や障害により低下した能力等が明らかになり、そのつきつけ

られた現実と本人が向き合うための重要な期間である。 

職場復帰訓練においては、訓練期間の序盤を「特性把握期」とし、導入訓練の手法

を用いて、職場復帰を目指す訓練対象者が、自己の障害を認識し、補完方法の必要性

を実感、またそれを身につけられるようにしている。しかしながら、自己の障害特性

が浮き彫りになり、それを認め且つ受け入れ、対策を考え実践するという過程で、訓

練対象者にとって大きな葛藤が生まれることは想像に難くない。ともすれば、納得の

行かぬまま訓練が進行し、充分に自己の障害に対する理解が得られない状態で特性把

                                                   
1 対象者が自らの障害状況を的確に把握し、障害状況に応じたセルフマネージメントスキルの獲得と、

作業遂行力を高めていけるよう支援していくための職業リハビリテーション技法。ワークサンプル幕張

版（MWS）、ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト（WCST）、メモリーノート幕張版（M-

メモリーノート）、幕張ストレス疲労アセスメントシート（MSFAS）の各ツールおよびグループワーク

で構成される。  
2 「補完方法」は、障害を補うための対象者の行動（補完行動）および、障害を補うために道具等を活

用する手段（補完手段）からなる。 

図２ 職場復帰訓練のイメージ  
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握期を終える場合もあり得る。職場復帰を目指す訓練対象者が見据えているものは、

往々にして、如何に受障前の職位・職務へ復帰できるかということであり、その為の

方法手段を拙速に切望しがちである。その要因としては、職場復帰の是非が確定的で

ないことに対する不安感や、半年という期限付きの訓練期間からくる切迫感などが考

えられる。これらを考慮しても、特性把握期の開始時は、職場復帰訓練の趣旨説明の

段階で、職場復帰までの見通しを明示し、その前段として自己の障害特性の把握を行

うことの意義および必要性を説明しなければならない。 

また特性把握期中においても、ワークサンプル 3等の反復訓練によって定着が図られ

る訓練対象者への注意喚起や確認行動が、実際の業務ではどのように反映されるかを、

訓練対象者自身がイメージできるように、支援者は助言や配慮を加えることが重要で

あると考える。 

 

（２）職務選定および職務分析について 

図２の特性把握期が終了するタイミングで実施されるのが、職場復帰訓練における

最初の事業主との調整（第１次調整）である。ここでは、特性把握期に確認された訓

練対象者の障害特性を事業主に対して説明するとともに、訓練対象者が職場復帰後に

携わる職務の具体化が目的となる。職場復帰訓練の実施に際し、「事業主の意見書」の

中で、想定される職場復帰後の業務に関してはヒアリングを行っているところである

が、この段階までは、あくまで想定の域を出ず、具体的な職務にまで落し込むには、

訓練対象者が自己の職務として担った場合、どのような方策をとれば、円滑に職務が

遂行できるかを検討する必要がある。しかし、事業主の職務に対する要求水準と訓練

対象者の能力に大きな隔たりがある場合は、当初想定された職務の部分的関与や、訓

練対象者が担当可能な職務の切り出しを、支援者側から願い出る場合もありうる。 

いずれの場合にせよ、この時点で今一度、事業主に対し高次脳機能障害についての

説明を行い、改めて理解を得た上で訓練対象者の継続的雇用を見据えた職務選定をす

ることが非常に重要である。 

職務の選定がおおよそ決まった後は、職務分析を行うこととなる。この職務分析で

得られた情報をもとに、職リハセンターでの実務的訓練が展開されることとなるため、

職務分析は、職場復帰訓練の中でも重要度の高いプロセスといえよう。高次脳機能障

害者はその特性上、作業に当たっては明確化された手順が必要となることが多い。ま

た、汎用的な訓練で得られた技能や補完方法を応用して、事業所専属の作業を臨機応

変に遂行（般化）することは一概にできると言い難い。よって、実務的訓練は実際の

職務に極めて近い形で実施されることが望まれる。そのためには、実際の職務で用い

られる帳票類の様式から、社内 PC システム、社内用語、物理的な作業環境に至るまで、

模倣できる限りはそれを行うという意識が大切であると考える。 

職務分析を重点的に行える機会は、事業主への負担も考慮すると、職場復帰訓練期

間中において、頻繁に設けられるとは言い難い。また、事業主によっては社内の情報

を開示するのに消極的である場合も考えられる。故に、職務分析の目的・趣旨に関し

                                                   
3 対象者の作業特性の評価、また作業遂行力の向上を目的とした訓練の為に、実際の職場における作業

を構成する、様々な環境条件を模擬的に再現したもの。ここでは、高齢・障害者雇用支援機構  障害者職

業総合センターにて開発されたＭＷＳ（ワークサンプル幕張版）を指す。  
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ても、事前に事業主へ充分な説明を行っておき、職リハセンターでの職場を想定した

実務的訓練のための社内様式の取得や、作業環境の撮影等、職務に係る情報を、最少

の機会で最大限収集できるよう、承諾を得ておくことが肝要である。 

実務的訓練の実施環境が想定できた後には、訓練で扱われる作業の手順を考案する。

繰り返しになるが、高次脳機能障害者は個々の程度はあれ、記憶力、注意力、作業遂

行力が低下している場合が多いため、作業に当たってはその手順が明確に理解できる

よう、支援者が配慮する必要がある。具体的には、工程数が多い作業において手順を

飛ばしたり、手順が逆になってしまうミスが発生する場合は、作業を構成する要素ご

とに細分化し、それぞれの作業要素ごとに作業手順を再構成したり（作業の単純化）、

作業上ある条件分岐でミスが無くならない場合は、判断を伴わない作業に変更する（作

業のシーケンシャル化）、といった作業改変である（図３参照）。これらを意識し、特

性把握期までにおいて明らかにされた訓練対象者の障害状況を加味しながら作業手順

を構成していく。ここでの目的は、作業の単純化やシーケンシャル化によって作成し

た作業手順を用いることにより、訓練対象者が、常に安定してミスなく効率的に作業

できることである。訓練対象者によっては、このように作成した作業手順に対して回

りくどさを感じる場合もあるが、作業の実施状況を見ると、作業改変した場合とそう

でない場合の作業時間に大差はなく、また作業改変した場合にミスの発生はほぼ無く

なるという検証がなされたこともある4。したがって、この場合の訓練対象者には、作

業改変した手順の必要性を説明し納得を得た上で、作成した手順に沿った作業を促す

ことが大切である。 

 

（３）実務的訓練について 

職リハセンターでの実務的訓練は、職務分析で得られた情報をもとに構築される実

際業務の模擬環境にて実施される（実務的訓練期）。無論、模擬環境の構築には相応の

コストがかかる。特に時間面のコストに関しては、肥大すると訓練実施期間そのもの

を圧迫することになるため、それを如何に抑えるかが鍵となる。模擬環境を構成する

要素は、①商品・伝票・帳票・データといった処理対象物と、②棚・コンテナ・トレ

イ・チェック表・作業用 PC などの備品等に大別される。①については、単にワンパタ

ーンな作業の繰り返しにならないよう、実際に業務上想定されるパターンの種類・分

岐を把握し、それに見合う量を準備することが大切である（図４参照）。 

処理対象物が帳票等の紙媒体の場合は、まず PC にて様式を作成した後に生成したデ

ータを流し込む、といった手法で量産が可能であるが、商品等の物的要素が強いもの

である場合は、廃材を利用する等の工夫が必要となってくる。②については、職リハ

センター内の備品で極力賄える手立てをとるが、状況によっては必要最低限の物品を

購入する場合もありえる。いずれにせよ物理的な準備は、職務分析の時点で見通しを

立てておくべきである。また、実際の業務の工程内に、PC での処理が存在する場合は、

当然のことながら、ある程度の再現したものの作成が必要となる。PC での処理が、単

に、ワープロ・表計算等の汎用アプリケーションでの入力作業であれば、入力フォー 

                                                   
4 『職業的重度障害者に対する職業訓練・指導技法等実践報告（Ⅰ）高次脳機能障害者編』独立行政法

人高齢・障害者雇用支援機構 職業リハビリテーション部、2004 年、64 ページ  
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ムを作成するだけであるが、社内業務に特化した専用システム（以下、「社内専用シス

テム」という。）を使用するような場合は、訓練対象者が触れる機能に限定し、その画

面構成や画面が遷移していく様子をデータベースソフト等で再現することが有効であ

ると考える。実際に、社内専用システムの模擬システム（以下、「模擬システム」とい

う。）を作成するに当たっては、職務分析時、社内専用システムがどのように稼働する

のかを、極力、画像情報として取得できるように心掛けている。そして持ち帰った情

報をもとに、入力画面の様式や、帳票等の出力様式、画面上のボタンをクリックした

時の動作等を、データベースソフトにて再現する。無論、この過程に係るコストは大

きい。しかしながら、このような模擬システムまでを作り上げたうえで訓練を実施で 

図３ 作業手順の構成について  
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きることは、職リハセンターが職業訓練校としての技能を有する故であり、むしろ他

にはない、職リハセンターならではの専門性を具現化する過程として、係るコストを

肯定的に捉える必要があると考える。 

模擬環境が構築されると、職務分析時に考案した作業手順、および作業遂行に必要

となりうる補完方法の具現化を行う。特に補完方法については、それまでに明らかに

なっている訓練対象者の障害特性、およびそれに起因した作業遂行上予見される問題

点に対し、支援者が有効であると考えるツールを用意することになる。具体的には、

作業補助具、手順書、チェックリストの類である。訓練対象者は、特性把握期におけ

る成功体験（支援者から補完方法を提案され、実践し、それにより安定した作業がで

きた、という経験）から、実践的訓練用に用意された補完方法に対しても肯定的であ

ることが多い。しかしながら、特性把握期で実施されたワークサンプルと比較し、受

障前に携わっていた職務と関連した要素がある模擬環境での訓練では、訓練対象者が

過去職務を遂行できていたという記憶から、補完方法自体が不要であるという姿勢に

立つこともある。その場合は、初期における作業遂行の程度を把握するために、就労

場面で想定される一般的な口答指示のみで作業を開始する。その結果により、補完方

法の内容を調整した上で、再度提案を行い、必要な補完方法は取り入れた上で訓練を

進行する。その後は、作業遂行の程度に合わせて補完方法の見直し、改善を図ってい

図４ 模擬環境における処理対象物の考え方  
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く。また、この場合の補完方法は、最終的には事業主が主体となり、訓練対象者の職

場復帰後の状況に合わせて改変していくものであると捉えられるべきものでもある。

そのため、実践的訓練で使用される補完方法は、当初より職場復帰に特化し、事業主

の理解を得られやすいものであるべきと言える。 

 

（４）訓練終盤について 

職場復帰訓練が終盤に入ると、これまでの訓練の実施結果の報告と、訓練終了後の

職場復帰に向けた取り組みに関する最終的な打ち合わせを行うこととなる。この打ち

合わせには、訓練対象者とその家族、事業主、職リハセンター職員のほか、地域セン

ターにおける担当カウンセラーおよびジョブコーチも同席することになる。また、事

業主側からは人事担当者のみならず、復帰先部署の担当者にも同席してもらうことが

望ましい。最終打ち合わせは、職リハセンターでの支援を、職場復帰後においても継

続する必要があることに対して事業主に理解を得る場でもある。故に、事業主から提

示された職務に対し、模擬環境では、どのような補完方法を用いて、どの程度作業遂

行できたのか、また、実際の職務の場では、補完方法をどのように改変・活用すれば、

期待される効果を導けるのか、ということを、今後の支援者の納得を得られるよう、

見える形で提示しなければならない。このような視点に立つと、訓練実施結果の報告

は単に口頭と資料だけによるものではなく、訓練の様子を事業主にわかりやすく記録

した映像も用いることが有効であると考える。最終打ち合わせにおいて、職場復帰が

確定されるとは限らないが、少なくとも最終打ち合わせの参加者全員が、訓練対象者

の職場復帰を肯定的に捉えられるよう、事前にしっかりと準備しておくべきである。 

 

（５）訓練実施後について 

職場復帰に向けた取り組みに関する最終的な打ち合わせの後は、リハビリ出勤等を

経て、問題がなければ晴れて職場復帰がなされることとなる。職リハセンターからの

フォローアップは、それまでの訓練生に対する支援から、事業主またジョブコーチが

訓練生に対して行う支援をサポートするという立場で行われる。時間の経過とともに、

緩やかに支援を次の支援者に引き継いで行くことはフォローアップを進めていく上で

留意する点であるが、職場復帰訓練の場合もそれを念頭に、職リハセンターによる支

援から、地域の支援へ移行していくことが望まれる。 

 

５．事例紹介 

ここからは職場復帰訓練の事例を紹介する。特に、地域センターとの連携および、

これまでに記した支援のポイントが意識された好事例である。 

 

（１）訓練対象者：Ａ氏 

５３歳男性。高次脳機能障害。身体障害者手帳４級を所持（クモ膜下出血による

言語障害）。受障前は、Ｙ社（事業内容：半導体製造装置およびプレス金型等の開発・

設計・製造・販売）生産管理部 部長代理 兼 購買担当マネージャーに従事。平

成２０年１２月に受障。記憶障害、遂行機能障害、失語症が認められた。 
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（２）支援の経緯 

Ⅰ．地域センターにおける支援 

・平成２１年８月、Ｎ障害者職業センター（以下、「Ｎセンター」という。）に初回

相談。Ａ氏は現職への復帰を希望していた。 

 

・同年９月、模擬的就労場面による職業評価実施。そのフィードバックにて、担当

カウンセラーからＡ氏へ、職リハセンターでの訓練受講を打診するが、本人は消

極的であり、また年明けには職場復帰したい意向を示された。反面、障害特性に

よる作業場面での課題が認められた。特に記憶障害の影響が大きく、このままで

の職場復帰は困難であると思われたため、Ｎセンターとしては本人の意向を尊重

しつつ、会社との調整を行うこととなった。 

 

・同年１０月、Ａ氏夫妻・事業主・Ｎセンターとの三者にて調整会議を実施。Ｎセ

ンターから事業主へ本人の状況を説明。事業主からは平成２３年９月までの休職

を発令、社外機関で職場復帰に向けたリハビリを行った上で、社内リハビリを行

っていきたいとの意向。Ａ氏も会社の意向を受けてリハビリを行うことに同意、

Ｎセンターでの職業準備支援を受講することに決定した。 

 

・同年１１～１２月、職業準備支援実施。数値チェック・ピッキング作業等、幕張

ワークサンプル（以下、「ＭＷＳ」という。）による訓練・メモリーノート訓練を

実施し、本人の障害および補完方法の必要性に関する認識の促進が認められた。 

 

・平成２２年１月、Ａ氏夫妻同席の上、事業主へ職業準備支援の実施結果報告。事

業主からは、会社での終日作業に耐えうる体力と、短時間で作業が切り替わる環

境への適応力が重要との意向が示された。結果、事業主の要望を踏まえた訓練カ

リキュラムで、職業準備支援を延長することに決定。終盤には実際の職場内にお

ける作業体験も実施されることとなった。 

 

・同年２月、職業準備支援延長期間。ＭＷＳピッキング作業において、事業所で用

いられる製品番号を用いたところ、従来の作業と比較し精度・速度ともに向上す

ることを確認、事業所へ伝達。その後、事業所において復職判定会議が実施され

る。また、この件に関してＮセンターから職リハセンターへ情報提供される。 

 

・同年３月、事業主よりＡ氏夫妻およびＮセンターへ復職判定会議の結果伝達。事

業主の見解は、Ａ氏の状況に関して、退院時と比較し回復は認められるが、休職

前の職務遂行力との開きはまだ大きく、残りの休職期間、職リハセンターでの訓

練受講が望ましい、とのこと。これを受け、Ａ氏の職リハセンターでの訓練受講

意志が確定。Ｎセンターから職リハセンターへ訓練要請がなされる。その後、Ａ

氏夫妻職リハセンター来所、見学および訓練に関する説明を実施。 

 

Ⅱ．職リハセンターにおける支援 
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・平成２２年８月～９月、Ａ氏の入所に係る諸手続、職業評価および入所決定会議

を経て、９／２７入所。 

 

・同年１０月、障害特性把握のための訓練実施。トータルパッケージにより、本人

の障害認識と補完方法獲得の程度を拡充。また支援者側において、Ａ氏の障害状

況を改めて確認。 

同月下旬、職務調整および職務分析のため、Ｎセンター同席のもと事業所を訪問。

職場復帰訓練の目的およびＡ氏の状況報告を行った後、生産管理部門を視察。Ａ

氏の復職後の業務としては、同部門における装置部品の仕分け作業を想定してい

るとのこと。具体的には、仕分け用のコンテナが社屋内の複数箇所に多数配列さ

れている環境下において、装置部品を製番およびその下位レベルのユニット番号

ごとにグルーピングし該当コンテナに収める、というものであった。Ａ氏が、職

業準備支援における作業体験にて同作業を行った際は、コンテナの位置関係が把

握できず、作業完了までにかなりの時間を要したとのことであり、この点に関す

る補完を重点的に考案することとなった。また、この職務分析時には、事業主の

承諾を得て、ビデオカメラによる情報収集を行った（図５参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕分け用コンテナの状況 コンテナ内部の様子① 

コンテナ内部の様子② 

 

出庫票、製番位置 

出庫票、ユニット番号位置 

 

納品受付票 



 

- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同年１１月～Ｈ２３年１月、実務的訓練に向けた模擬環境の構築。 

①仕分け用コンテナ等の購入、 

②出庫表・納品伝票等、社内様式の作成、 

③検品作業用模擬データベースの作成（MS Access による）、 

④作業に必要な処理対象物及び備品整備（棚、出庫表・納品伝票・ダミー商品）、 

⑤有効な補完方法の検討と準備（コンテナ配置レイアウト図、作業手順書等）、 

⑥訓練プログラムの検討（スモールステップを意識した段階的なレベル設定） 

環境構築中は事務系の汎用的訓練、特に郵便物の仕分け等、照合要素の強い訓練

課題を実施。 

 

・同年１月中旬～２月、実務的訓練の実施。訓練における作業は①レイアウトの記

入、②仕分け作業、③検品作業で手順を構成した。実務環境を踏まえ、コンテナ

の設置箇所を複数設け、製番およびユニット番号が記載されたコンテナの配置状

況を毎回変化させ、仕分け作業開始前に、レイアウト図へその状況を記入し、各

コンテナの位置を把握することの定着を図った。また、訓練を実施するなかで、

処理済み／未処理のコンテナの区別が曖昧になるという問題が発生したため、付

箋による注意喚起や、レイアウト図へのチェックリスト要素付加など、補完方法

の改善も実施し、作業の精度および効率向上を図った（図６参照）。 

 

製番、ユニット番号の添付状況 検品用ＰＣとバーコードリーダ 

納品受付票、バーコード位置 出庫票、バーコード位置 

 
図５ 職務分析で得られた事業所の様子（抜粋）  
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図４ 模擬環境における処理対象物の考え方  図３ 作業手順の構成について  

レイアウト図記入の様子 仕分け作業の様子① 

検品作業の様子 

作業手順書 検品用データベース画面の様子 

仕分け作業の様子② 仕分け済み商品のコンテナ投入 

付箋による処理済みコンテナの把握 

図６ 実務的訓練の様子 
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・同年３月上旬、職場復帰訓練の実施結果報告と今後の職場復帰に向けた取り組み

についての打ち合わせ（拡大ケース会議）の実施。Ｙ社に於いて、事業主側は人

事担当２名、復帰先部署担当４名、保健士１名、Ｎセンターから担当カウンセラ

ー２名、ジョブコーチ３名、職リハセンターから２名およびＡ氏夫妻の総勢１６

名が参加。模擬環境における実務的訓練の状況を映像にて提示するとともに、資

料に基づき作業遂行状況の推移、当該作業に関する補完方法の有効性、配慮を要

する点等を説明。事業主からは一定の理解を得られる。 

同月末、Ａ氏の職場復帰訓練修了。以降、Ｎセンターに支援を継続要請。 

 

・同年４月、Ｎセンターの支援のもと、リハビリ出勤開始（期間３ヶ月）。 

業務への適応状況は、微細なミスが発生する時もあるが、作業遂行のレベルは事

業主の許容範囲内にあり、概ね良好とのこと。 

 

・同年７月、Ｙ社にて再度、復職判定委員会の実施。待遇面でのレベルダウンはあ

ったものの、正規職員としての雇用を継続する形で職場復帰が決定された。Ａ氏

本人および家族も充分に納得できた上での円満な結果となった。 

 

６．考察 

改めて、職場復帰支援におけるポイントをまとめると以下のようになる。 

（１）地域センターとの連携 

職場復帰訓練の実施前における、訓練対象者および事業主との調整等については、

地域センターによるところが大きく、そこで実施された支援内容・結果を、職リハ

センターにて充分に把握し引き継げることが、当該訓練を円滑に実施するための布

石となる。また、職場復帰訓練終了後のフォローアップにおいて、地域センターへ

支援を移管するにあたっても、訓練の実施状況の説明、有効な補完方法の伝達等を

充分に行い、支援者が同一認識による支援を継続することが、訓練対象者の雇用の

安定に繋がることとなる。 

 

（２）事業主との意思疎通 

職場復帰訓練の実施にあたっては、事前に、事業主へ高次脳機能障害および職場

復帰訓練について充分な説明を行う。また、事業主が訓練対象者に対して求める生

産性を明らかにし、どのような過程を経てどこまで能力が到達できれば職場復帰が

現実的に捉えられるのかを聞き取る。職場復帰訓練は、事業主の求めるところまで

訓練対象者の能力を引き上げることを第一目標とするが、訓練対象者の訓練状況に

よっては、事業主へ一層の理解を求め、要求水準を下げてもらうよう支援者側から

願い出ることもある。その場合は迅速かつ具体的な根拠を持って臨み、事業主との

意思疎通が十分図れた上で実践的訓練を継続していく必要がある。最終的に、事業

主が希望する訓練内容と職場復帰訓練の実施内容との齟齬が生じぬよう、職場復帰

訓練期間を通して配慮することが非常に大切である。 
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（３）綿密な情報収集と迅速かつ的確な環境構築 

訓練対象者の職場復帰を想定している業務の職務分析では、事業所での実務環境

を複製可能なレベルでの情報を取得することが重要となる。そのためには、職務分

析の重要性を事業主に対して説明するとともに、実際に実務で使用されている様式

の支援者側への提供や、実務環境の撮影等に関して、承諾を得られることが望まし

い。 

また、間を開けず職リハセンターでの実務的訓練を実施すべく、職務分析時から

模擬環境構築の流れを想定しておき、必要となる物品等が滞らず揃えられるように

する。 

さらに、実務的訓練の後、訓練対象者が円滑に実務へ移行できるように、模擬環

境は極力、実務環境に近い形で構築することがポイントとなる。 

 

（４）有効な補完方法の定着と支援方法の共有 

実務的訓練において次第に明らかになる、訓練対象者の障害特性による作業上の

問題に対しては、その後の事業所での実務を見据えた形で補完方法を考案し、その

定着を図る。また、その必要性や使用の仕方に関して、訓練対象者の支援に携わる

者が共通の認識を持ち、またそれを伝達していくことにより、人が変わっても変わ

らない支援を継続することが大切である。 

 

７．おわりに 

記してきたように職場復帰支援は、支援者が訓練対象者と事業主、両者の間に立っ

て相互の理解を図りながら、双方の要求をいかに両立した形で実現できるかを、常に

念頭に置きながら推し進められる。双方の要求実現のためには、職業訓練指導員の持

ち得る最大限の技能を職場復帰訓練へ注ぐ必要がある。無論それには多大な労力を要

する。 

しかしながら、事業主が労働力として認められる訓練対象者の実務能力の程度を的

確に捉え、訓練対象者が自己の障害と向き合いながら、事業主が労働力として認める

までの実務能力を身につけるためには、決して惜しむべきでない労力である。提示さ

れた職務を分析し、模擬環境を構築し、対象者に障害を補完する術を示しながら模擬

作業を反復させ、実際の職務が円滑に遂行できるようにすることは、まさに障害者職

業訓練の本質であり、また、職業訓練の他にこのような取り組みをしているものはな

いであろう。 

職場復帰支援には、様々な立場の支援者が連携しながら関わっている。その中で、

職業訓練に携わる者として、今後も職場復帰支援のニーズに対しては、訓練対象者お

よび事業主の要望に誠心誠意応えていく、という使命感をもって取り組んでいきたい。 
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資料２ 実務的訓練での補完方法②：作業手順書 
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資料３ 実務的訓練 実施結果のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


